
罹災証明書

詳細・申請様式はこちらから

被災証明書

申請に必要なもの

申請できる方

・

被災されたみなさまへ

申請者が居住する住家が対象

申請期限

令和７年
１１月２１日（金）

①申請書類
②本人確認書類
③被害の程度がわかる写真等
④委任状（代理人が申請する場合）

古賀市では令和７年８月９日からの大雨で被害を
受けた方や事業者を対象に、「罹災証明書」およ
び「被災証明書」の申請を受け付けています。

申請先：古賀市総務課危機管理係 問合せ：９４２-１１１２（直通）
メール：kikikanri@city.koga.fukuoka.jp

罹災証明書 被災証明書
申請受付中

居住を伴わない建物（空き
家、店舗、工場）、動産
（車など）、門扉、倉庫、
カーポートなどが対象

●罹災証明書
　被害を受けた住家の居住者または委任を受けた代理人
●被災証明書
　被害を受けた非住家や動産の所有者または委任を受けた代理人

ひさいりさい

回覧



時間が経過すると、被害状況を適切に把握できない可能性が
あります。被害状況が確認できる写真を早めに撮影し、保存
しておくようにお願いいたします。

申請先：古賀市総務課危機管理係 問合せ：092-942-1112（直通）
メール：kikikanri@city.koga.fukuoka.jp


